回 覧

令和８年度日の里1丁目総会 議事録
　　　　　　　　　　2026年4月5日10:00～11:30　　
会員数272世帯に対し、出席78名、委任状75名、合計153名により1/５以上で総会成立。
議長選出：野津 様
    ご意見、ご質問は途中で一括してご案内しますのでその時に組と名前を言ってお願いしたいと思います、
議事進行に際しよろしくお願いいたします。

（１）令和７年度事業報告 と （４）令和７年度各種団体報告
こども育成部：P4記載通り、R7年度も日の里祭りは参加しませんでした。どんど焼きについては予定日に
　　　すごく風が強く次の日に急遽変更しましたが、子供会の皆さんに参加して頂き無事開催できました、
1年間ご協力頂きありがとうございました。
健康福祉部：P5記載通り、みかん狩りはアンケートの結果実施し、参加者は120名ほどでした。雨の中
ご協力いただいた方々、大変ありがとうございました。
書 記：P5記載通り、町内会行事のホームページへの投稿は出来ませんでした、申し訳ありません。
生活環境部：P6記載通り、分別収集、町内一斉清掃、研修会、日の里祭りについてR7年度はながらゴミ
拾い及び清掃ボランティア募集の案内のみしております。
防犯委員：P7をご覧ください、町内防犯パトロールに今回ご協力いただいたのは2名のみで負担が大きく
なってしまったと思いますが、1年間無事にパトロールを終えられたことを大変感謝しております、ありがとうございました。(他はP7の通り)
福祉会：P8の通り実施しました。
お願いなのですが、P18の福祉員5名は、男性80歳以上3名うち2名85歳、女性2名は行事の度に休みを取って活動している状態で、募集の回覧をしますのでどうぞよろしくお願いします。
　子ども会：P9にありますとおり実施。日の里祭りの町内巡りは中止、ポチ袋は配布。

議長：(1)事業報告と(4)各種団体報告について、ご意見、質問のある方は挙手をお願いします。
6組赤岩さん：R7会長について、精力的にやってくれていたが私との情報の確認の行き違いで、のちに誤解は
解けたが他との関係の理由もあり戻ってはもらえませんでした。きっかけを作り迷惑をかけてしまい申し
わけなかったと思います。
副会長：役員も話し合いを重ね、お願いしたけれど駄目でした。
議長：会長交代についてでしたが、皆さんのお知りになりたかったことが分かったのではと思います。
では(1)R7年度事業報告と(4)R7年度各種団体報告は、拍手による賛成多数により承認されました。

（２）令和７年度会計報告
会計：報告の前に訂正をお願いします。
P10決算報告書の(支出の部)の右横の「※令和7年度決算額は1月末時点」の文字を削除してください。3月7日の決算額に間違いございませんので、申し訳ありません。
・次年度繰越金は3,875,716円 : P10記載通り。
・特別会計　日の里まつり：P11記載通り。
・特別会計　防犯灯積立金：P12記載通り。
・基金　老人福祉会：P13記載通り。
　
 福祉会：P14記載通り。
　 子ども会：P15記載通り。
[bookmark: _Hlk196816976]
（３）令和７年度監査報告：会計監査員 花田さん
　　3月7日コミセンにおいて町内会、福祉会について会計帳簿・預金通帳・領収書その他の関係書類を監査した結果、適正かつ正確に処理されていることを確認いたしました。ご尽力に感謝申し上げます。

議長：ありがとうございました、(2)会計及び(3)監査に関してご質問のある方は挙手をお願いします。
12組内藤さん：P13の基金は1丁目の最初の方々が公民館建設資金として積み立てられたものが基金になり
そのままになっている、活用方法を役員の皆さんでどうするか決めて、諮って欲しい。
会長代行：基金の使い方ですが200万では足りないし、コミセン移動の話があるので、その後に1丁目としてどう使うかを検討した方が良いと思いますので次期会長に引継ぎたいと思います。
6組日野さん：私も基金の取り扱いはもう少し見極めて検討した方が良いと思う、跡地の方針が出たが危惧
している。民間施設での利用金額の負担、1丁目老人憩の家はどうなるのか、駐車場確保の問題、
コミセン跡が駐車場になった場合他の町内の反対はないか、急傾斜地危険地域であるこの場所と周辺
住宅地の安全確保の問題などよく吟味する必要がある。
12組内藤さん：お金の価値が下がっているので、なるべく早く方針を決めていた方が良いのではと思う。
6組赤岩さん：老人福祉会となっているが、災害などいざという時のために保留しておいても良いと思う、
いろいろな意見を出し合うことが大事。
会長代行：移動後のコミセンの使用料などコミセンと打ち合わせしながらやっていく中で、この基金の取り扱いも必要になってくると思うので、その時はご協力よろしくお願い致します。 
5組大賀さん：会長役員手当についてのいきさつを教えて欲しい。
会計：本人に渡しに行って一応受け取られて、本人の意思で寄付として戻されたので、雑収入の方に計上しています。
5組大賀さん：役をなさった期間は二人ともちゃんと受け取るべきだと思うので、反対意見の方がいるか
ここで決議した方が良いと思います。
議長：今の規約では受け取られてそれから寄付ということで成立していると思うので、さかのぼってというわけにはいかないと思うので、今後いろんな形で不在になることもあると思うので、これから規約を考えて頂くということでよろしいでしょうか。
会長代行：寄付しますという書面をもらっているのでこれから変えることは難しいと思います。代行については規約には「会長不在の時は副会長がその職務を代行する」とあるだけ。兼務してみて働きながら月3回の会議出席は厳しく、代行するなら副部長さんに部長の仕事をしてもらう様に規約の改定をと、申し送りはしております。手当についてもそうしたいと思いますのですみませんがよろしいでしょうか。
5組大賀さん：わかりました。
会長代行：ありがとうございます。
6組日野さん：途中交代ということで大変だったろうと、役員選出についても思います。サポート部隊だったシニアクラブが休会でびっくりしました。地域はシニア世代が担わないといけない、このままでは役員のなり手がいなくなる、これからの超高齢化社会に向けて持続可能な町内会組織の運営方法など日の里地区コミュニティ運営協議会で協議して欲しいと思います。


議長：役員選考の負担をやわらげられないかという提案と受け取りました。
では(2)R7年度会計報告及び(3)R7年度監査報告は、拍手による賛成多数により承認されました。

（５）令和８年度役員選考報告・承認
会長代行：10月に回覧した自薦他薦の時点で誰もなかったので、1月の定例会の限られた時間の中で決めなくてはならず、規約付則第11条により当該Aブロックの1・2・3組で話し合ってもらい決まらず、最終的にくじ引きはどうかと思ったが一旦くじで決まりました。その後子育て中の若い女性では負担が大きいだろうと変わって頂いております。
　　　できない理由は、仕事、子育てという理由が主だったのでどの役ならできるか前向きな形で次回からは回覧してもらった方が良いのではと思いました。
　　　P16の通り決定しておりますので、承認のほどよろしくお願いいたします。
議長：R8年度役員は拍手による賛成多数で承認されました。新旧役員の入れ替わりをお願いします。
	
（６）令和８年度会長あいさつ・役員、組長、民生委員、総会代議員紹介（P16・17）
会長：4組の中村と申します、これから1年間楽しくやっていければと思うのでご協力お願いします、
どうぞよろしくお願いいたします。　
各自自己紹介。
民生委員：R7年10月より3年間引き受けさせて頂く2組の平嶋です、どうぞよろしくお願いします。
総会代議員(日の里地区コミュニティ運営協議会) ：6組日野様 6組赤岩様 4組廣瀬様の紹介。

（７）令和８年度事業計画・予算発表(案)
会長：P18からP23まで記載通り。
議長：令和８年度事業計画・予算(案)についてご意見やご質問はございませんか。
6組赤岩さん：みかん狩りのタクシーは人数が増えると予算が厳しくなるのではないか、参加費については
各世帯あたりの補助にして足りない人数分は実費にしたらどうか。
会長：今多数決をとるのは難しいと思うので、参考にして役員会で決めせて頂いてよろしいでしょうか。
12組斉藤さん：昨年は足がないのでタクシーを出してもらい助かった。参加費・足の問題、みかん園や市バスの予約など大変だろうが実施するときは早めにしたほうが良いでしょう。
会長代行：次期健康福祉部長さんには申し送りしております、検討されると思うのでよろしくお願いします。
議長：令和８年度事業計画・予算(案)は、拍手による賛成多数で承認されました。(案)を消してください。

（８）質疑応答
4組薄さん：駅前大通りの枯れた街路樹を1丁目の活気づけのために何とか市の方に対応してもらうよう
お願いしたい。
会長代行：町内会として市役所の方に改善提案書に写真・地図をつけて提出することになっています。
　　　1丁目公園の木の伐採も依頼したが、こちらの意図とは違う枝が切られているようです。
6組日野さん：P26規約付則第4条役員手当の主任福祉委員・福祉委員・子ども会代表世話人について、P25
規約第10条には役員としての記述がないのに役員手当が出ているので、役員として位置づける必要があると思うので次期総会で明確にしてください。
会長：役員会で検討したいと思います。

6組柿永さん：子どもの見守り隊(土日以外の1日・20日)と交通安全運動のボランティアのお願い。
13組東出さん：以前は交通安全委員として旗振りしておりましたが、今は誰でもできるのですか。
4組廣瀬さん：交通安全協会の一員としての活動になりますので諸手続きや青パトに乗る講習を受けてからになります。春夏秋年末年始の年間50日ほど駅前に7:30～8:30立っております。
1丁目は3人の少ない人数ですのでご協力いただける方はよろしくお願いします。　　　
議長：ご協力いただける方は6組柿永さんまでお願いします。
6組日野さん：子どもの見守り隊の活動費は規約付則第5条活動費の対象になりますか。
会長：町内会活動ではないと思うのですが、確認し後ほど回答いたします。

議長：以上を持ちまして全て終了致しました、ご協力ありがとうございました。
議長解任

野津議長ありがとうございました(拍手)。それでは令和８年度１丁目町内会総会を終りたいと思います。
途中交代でご迷惑をおかけしたことと思いますが、本日はありがとうございました。(終了)
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